
　

１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に
得
た
所
得
金

額
と
、
こ
れ
に
対
す
る
所
得
控
除
額
な
ど

を
基
に
所
得
税
額
を
計
算
し
、
源
泉
徴
収

税
額
な
ど
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手
続

き
で
す
。
札
幌
南
税
務
署
で
受
け
付
け
ま

す
が
、
一
部
の
申
告
を
除
い
て
市
内
の
申

告
会
場
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
て

い
る

●
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の

合
計
が
、
20
万
円
を
超
え
て
い
る

●
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、

年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金

額
と
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
が
、20
万
円
を
超
え
て
い
る

●
扶
養
や
社
会
保
険
料
な
ど
の
控
除
を
追

加
・
変
更
す
る
、
医

療
費
控
除
を
受
け
る

な
ど
、
給
与
の
年
末

調
整
の
内
容
に
変
更

が
あ
る

◆
給
与
所
得
が
あ
る
方

◆
公
的
年
金
等
の
所
得
が
あ
る
方

　

１
月
か
ら
配
布
し
ま
す
。
市
か
ら
は
郵

送
し
ま
せ
ん
。

配
布
場
所　

市
役
所
税
務
課
と
各
出
張
所
、

団
地
住
民
セ
ン
タ
ー
連
絡
所
、
エ
ル
フ
ィ

ン
パ
ー
ク

＊
昨
年
、
確
定
申
告
を
し
た
方
で
、
今
年

も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
１

月
下
旬
に
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
市
内
の
会
場
で
申
告

し
た
方
や
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
税

務
署
の
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
申
告
書
を

作
成
し
た
方
に
は
、
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

住
民
税
額
を
決
め
る
資
料
と
し
て
、
所

得
や
各
種
控
除
を
１
月
１
日
現
在
の
住
所

地
の
市
町
村
に
申
告
す
る
手
続
き
で
す
。

市
内
の
申
告
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

ん
で
い
た
方
は
、
原
則
と
し
て
申
告
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
不
要
で
す
。

❶
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

❷
給
与
所
得
だ
け
で
、
勤
務
先
か
ら
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

❸
公
的
年
金
等
の
所
得
だ
け
で
、
年
金
保

険
者
か
ら
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る

＊
❷
・
❸
の
場
合
で
も
、
社
会
保
険
料
控

除
や
医
療
費
控
除
な
ど
各
種
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

＊
収
入
が
な
い
方
や
、
非
課
税
所
得
（
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど
）
だ
け
の
方
で

も
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
適
正
な
算

定
の
た
め
に
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

公
的
年
金
等
の
所
得
金
額
か
ら
所
得
控

除
を
差
し
引
い
て
税
額
計
算
を
し
た
結
果
、

納
め
る
税
額
が
あ
る
方
は
、
申
告
が
必
要

で
す
。

＊
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万

円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下
の
方
は
、
申
告
が
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
所
得
税
の
還
付
や
住
民

税
の
各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
申
告

が
必
要
で
す
。

◆
給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
以
外

の
所
得
が
あ
る
方

　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
合
計

か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
き
ま
す
。
そ
の

額
に
税
率
を
掛
け
て
出
し
た
税
額
か
ら
配

当
控
除
を
差
し
引
い
て
、
残
額
が
あ
る
方

は
申
告
が
必
要
で
す
。

◆問合せ

住民税申告と市内の申告会場について
…市役所税務課（☎372-3311・内線3703）

確定申告について
…札幌南税務署（☎555-3900）　確定申告と住民税申告は、所得税や住民税、国民

健康保険税などに影響する大切な手続きです。
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＊市内にお住まいで、住民登録がある方が対象です。
＊各会場とも大変混み合いますので、時間に余裕を持
って来てください。混雑している場合は、早めに受け
付けを終了することがあります。
＊駐車場は混雑します。公共交通機関で来てください。
＊初年度の住宅借入金等特別控除、雑損控除、土地建
物・株式の譲渡所得などの申告や相談は受け付けませ
ん。札幌南税務署で申告してください。
＊営業・不動産所得などの収支内訳書の作成や相談は
行いません。事前に作成してきてください。

会場 日程

市役所１階多目的室

２月７日㈮・10日㈪・12日㈬
～14日㈮・17日㈪・18日㈫・
25日㈫
３月２日㈪・９日㈪・10日㈫
・12日㈭・13日㈮・16日㈪

大曲会館 ２月19日㈬～21日㈮

団地住民センター ２月26日㈬～28日㈮
＊上履きを持参してください。

西の里会館 ３月３日㈫・４日㈬
夢プラザ ３月５日㈭・６日㈮
農民研修センター ３月11日㈬

☞

☞

期間　２月７日㈮～３月16日㈪
時間　●市役所＝午前９時～午後４時
　　　●市役所以外＝午前９時30分～午後４時
＊午前11時30分～午後１時は受け付けを休みます。

期間　２月17日㈪～３月16日㈪（土・日曜を除く）
時間　午前９時～午後４時
会場　札幌南税務署（札幌市豊平区
月寒東１条５丁目3‒ 4）
＊住民税の申告は受け付けません。
＊混雑している場合は、早めに受け
付けを終了することがあります。　
＊駐車場は混雑します。公共交通機関で来てください。

休日の申告は

必要書類など
収入確認
のため

●源泉徴収票の原本や収支内訳書、個人
年金の支払調書など

社会保険
料控除

●国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料・介護保険料の納付証明書など
●国民年金保険料の控除証明書など
＊源泉徴収票に記載されている場合は不
要です。

生命保険
料控除

●生命保険料の控除証明書

地震保険
料控除

●地震保険料の控除証明書

配偶者控
除・配偶者
特別控除

平成30年分の申告から控除額などが大き
く改正されました。詳しくは、税務課か
税務署へ問い合わせてください。

障害者控除 ●身体障害者手帳や療育手帳など
●障害者控除対象者認定書（介護保険の
要介護認定者のうち、対象となる方）

医療費控除 ●医療費控除の明細書・領収書など
＊平成29年分の申告から、医療費の領収
書に代わり「医療費控除の明細書」の添
付が必要になりました（医療費の領収書
は、５年間の保管義務があります）。ただ
し、令和元年分の申告までは、従来通り
医療費の領収書を提出して申告すること
ができます（医療費の合計額は事前に計
算してきてください）。

寄附金控除 ●寄付した先からの領収書など
マイナン
バーの記載

●マイナンバーカードや通知カードなど
マイナンバーを確認できる書類の写し
●自動車運転免許証や健康保険証など本
人確認書類の写し
＊配偶者（特別）控除・扶養控除・障害
者控除の対象となる方も、マイナンバー
の記載が必要です。

住宅借入
金等特別
控除

税務課に問い合わせてください。

雑損控除 税務課に問い合わせてください。
＊地震や台風などの災害で住宅や家財に
損害を受けた場合、受けられることがあ
ります。

税金が還付
になる方

●銀行などの口座情報（申告者本人名義
のもの）

その他 ●印鑑（認め印可。スタンプ型のインク
浸透印は不可）

　ＩＤ・パスワード方式を利用すると、スマホや
タブレットでもe-Tax（イータックス）で申告で
きるようになりました。
　詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

スマホ×確定申告 検 索

下記の期間に限り、税務課で受け付けます。
事前に申込みが必要です。
期間　１月23日㈭～２月４日㈫（土・日曜を除く）　
時間　午前９時～午後５時
申込期限　１月16日
会場・申込み　税務課（内線3704）
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